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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成27年９月24日付で提出した有価証券届出書（平成27年

10月15日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の

関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂正届出書を提出いたしま

す。

 

 

Ⅱ．【訂正の内容】

 
 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

 

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（平成27年７月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（平成27年７月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（平成28年１月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（平成28年１月末現在）

（以下略）

 

 

２【投資方針】

 

（１）投資方針

＜訂正前＞

（イ）運用方針

（略）

②　マネープール・ファンド

　　当該投資先ファンドは、委託会社が運用するものであり、運用方針・戦略を十分理解することがで

きるものです。委託会社は、元本の安定性と安定した収益を確保する目的から、主として円建ての公

社債に投資し、元本の安定性と安定した収益を確保することが見込まれる当該投資先ファンドを選定

しています。

 

（以下略）
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＜訂正後＞

（イ）運用方針

（略）

②　マネープール・ファンド

　　当該投資先ファンドは、委託会社が運用するものであり、運用方針・戦略を十分理解することがで

きるものです。委託会社は、元本の安定性と安定した収益を確保する目的から、実質的に主として円

建ての公社債に投資し、元本の安定性と安定した収益を確保することが見込まれる当該投資先ファン

ドを選定しています。

 

（以下略）

 

 

（３）運用体制

＜訂正前＞

（イ）当ファンドの運用体制

①　委託会社の運用商品管理部門（約40名）に所属する、ポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの

運用を行います。

②　（略）

③　委託会社の運用商品管理部門は、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、投

資先ファンドの売買執行を行います。

（略）

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成27年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

　　（略）

（ハ）投資先ファンドの運用体制

　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

■　グローバル株式ファンド

（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、平成27年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

　（略）

②　委託会社のＲＤＰ運用本部の債券運用部（３名）に所属するマネープール・マザーファンドの

ポートフォリオ・マネジャーは、運用計画を策定し、運用計画に基づき、投資判断を行いポート

フォリオを構築し、投資判断に基づく債券の売買執行を行います。

（略）

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成27年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

　（以下略）

 

＜訂正後＞

（イ）当ファンドの運用体制

①　委託会社の運用商品管理部門（約30名）に所属する、ポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの

運用を行います。

②　（略）

③　委託会社の運用商品管理部門は、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、投

資先ファンドの売買を執行します。

（略）

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成27年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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　　（略）

（ハ）投資先ファンドの運用体制

　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

■　グローバル株式ファンド

（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、平成27年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

　（略）

②　委託会社のＲＤＰ運用本部の債券運用部（３名）に所属するマネープール・マザーファンドの

ポートフォリオ・マネジャーは、運用計画を策定し、運用計画に基づき、投資判断を行いポート

フォリオを構築し、投資判断に基づく債券の売買を執行します。

　（略）

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成27年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

　（以下略）

 

 

（５）投資制限

＜訂正前＞

（イ）信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて

います。

①　（略）

②　外貨建資産への投資制限

　　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）への投資割合には、制限

を設けません。

③　（略）

④　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

　　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支

上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑤　（略）

⑥　再投資の指図

　　委託会社は、⑤の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金およ

び分配金、有価証券にかかる利金その他の収入金を再投資することの指図ができます。

⑦　公社債の借入れ

Ａ　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れ（債券貸借取引（現金担保

付債券借り入れ）にかかるものに限ります。以下⑦において同じ。）の指図をすることができま

す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたっては、現金により担保を提供する指図を行うものと

します。

Ｂ　前記Ａの公社債の借入れにかかる指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額（信託約款第８条第２項に規定するものをいいます。以下⑦および⑧において同じ。）の

範囲内となるように行います。

（略）

⑧　（略）

⑨　（略）

 

（以下略）
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＜訂正後＞

（イ）信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて

います。

①　（略）

②　外貨建資産への投資制限

　　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）への投資割合には、制限

を設けません。

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支

上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

③　（略）

④　（略）

⑤　再投資の指図

　　委託会社は、④の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金およ

び分配金、有価証券にかかる利金その他の収入金を再投資することの指図ができます。

⑥　公社債の借入れ

Ａ　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れ（債券貸借取引（現金担保

付債券借り入れ）にかかるものに限ります。以下⑥において同じ。）の指図をすることができま

す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたっては、現金により担保を提供する指図を行うものと

します。

Ｂ　前記Ａの公社債の借入れにかかる指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額（信託約款第８条第２項に規定するものをいいます。以下⑥および⑦において同じ。）の

範囲内となるように行います。

（略）

⑦　（略）

⑧　（略）

 

（以下略）

 

 

３【投資リスク】

 

（１）リスク要因

＜訂正前＞

（略）

■　マネープール・ファンド

（略）

⑦　予測不可能な事態が起きた場合等について

　　その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きたとき等、市場が混乱することが考え

られます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるとき

は、一時的に当該投資先ファンドの受益権およびマネープール・マザーファンドの受益証券が換金で

きないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が

起きた場合等には、当該投資先ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当

該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリ

スクがあります。さらに、当該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドは、短期間に大

量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本

書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当該
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投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドの信託財産の価値が変動したり、適切な資産規

模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

■　マネープール・ファンド

（略）

⑦　予測不可能な事態が起きた場合等について

　　その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きたとき等、市場が混乱することが考え

られます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるとき

は、一時的に当該投資先ファンドの受益権およびマネープール・マザーファンドの受益証券が換金で

きないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が

起きた場合等には、当該投資先ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当

該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリ

スクがあります。さらに、当該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドは、短期間に大

量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本

書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当該

投資先ファンドの基準価額およびマネープール・マザーファンドの信託財産の価値が変動したり、適

切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。

（以下略）

 

 

原届出書の第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク（１）リスク要因の末尾に記載さ

れる参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞
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（２）投資リスクに関する管理体制

＜訂正前＞

（略）

（ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理

■　グローバル株式ファンド

　　（略）

（平成27年６月末現在）

（略）

■　マネープール・ファンド

　　（略）
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（平成27年６月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理

■　グローバル株式ファンド

　　（略）

（平成27年12月末現在）

（略）

■　マネープール・ファンド

　　（略）

（平成27年12月末現在）

（以下略）

 

 

４【手数料等及び税金】

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

　　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな

ります。

　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成27年

７月末現在成立しているものです。

 

（略）

③　法人、個人別の課税の取扱について

（ａ）個人の受益者に対する課税

（略）

（ハ）損益通算について

　公募株式投資信託＊１（当ファンドを含みます。以下同じ。）の一部解約時、償還時および買取請

求時の差損、ならびにその他の上場株式等＊２の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一

部解約時、償還時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲

渡益および配当金と損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控

除しきれない損失がある場合は、その翌年以降３年間当該損失を繰越して、同様の損益通算におい

て控除の対象とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家（税務署等）また

は販売会社にご確認ください。

＊１　「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上

において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。

＊２　「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託（ＥＴＦ）、上場特定不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

および公募株式投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家（税務署等）にお問い合わせください。

＜平成28年１月１日以降、以下の通り変更になります。＞

　公募株式投資信託＊１（当ファンドを含みます。以下同じ。）の配当所得および譲渡所得、ならび

にその他の上場株式等＊２の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損益通算が可能

です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、そ

の翌年以降３年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができま

す。損益通算の条件等については、税務専門家（税務署等）または販売会社にご確認ください。
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＊１　「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上

において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。

＊２　「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託（ＥＴＦ）、上場特定不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家

（税務署等）にお問い合わせください。

（ニ）少額投資非課税制度について

　公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。Ｎ

ＩＳＡ（ニーサ）をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに取得した公募株式投資信託等

から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、その年の１

月１日現在満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対

象となります。なお、ＮＩＳＡ（ニーサ）をご利用の場合、非課税口座で生じた配当所得および譲

渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳

しくは、販売会社にご確認ください。

＜平成28年１月１日以降、以下の通り変更になります。＞

　公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「ＮＩＳＡ」および「ジュニアＮＩＳ

Ａ」の適用対象です。毎年、ＮＩＳＡをご利用の場合は年間120万円の範囲で、またジュニアＮＩＳ

Ａをご利用の場合は年間80万円の範囲で、新たに取得した公募株式投資信託等から生じる配当所得

および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、その年の１月１日現在、ＮＩＳ

Ａをご利用の場合は満20歳以上の方、ジュニアＮＩＳＡをご利用の場合は満20歳未満の方で、販売

会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、少額投資非課

税制度をご利用の場合、非課税口座で生じた配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた

配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

（ｂ）法人の受益者に対する課税

　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お

よび償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）＊の

税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、元本払

戻金（特別分配金）は課税されません。益金不算入制度は適用されません。

＊　平成49年12月31日までの税率です。

（注）平成27年４月１日以後に開始する事業年度における益金不算入制度の適用はありません。

 

※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。

 

＜訂正後＞

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな

ります。

　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成28年

１月末現在適用されるものです。

 

（略）

③　法人、個人別の課税の取扱について

（ａ）個人の受益者に対する課税

（略）

（ハ）損益通算について

　公募株式投資信託＊１（当ファンドを含みます。以下同じ。）の配当所得および譲渡所得、ならび

にその他の上場株式等＊２の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損益通算が可能

です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、そ

の翌年以降３年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができま

す。損益通算の条件等については、税務専門家（税務署等）または販売会社にご確認ください。
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＊１　「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上

において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。

＊２　「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託（ＥＴＦ）、上場特定不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家

（税務署等）にお問い合わせください。

（ニ）少額投資非課税制度について

　公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「ＮＩＳＡ」および「ジュニアＮＩＳ

Ａ」の適用対象です。毎年、ＮＩＳＡをご利用の場合は年間120万円の範囲で、またジュニアＮＩＳ

Ａをご利用の場合は平成28年４月１日以降年間80万円の範囲で、新たに取得した公募株式投資信託

等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、その年の

１月１日現在、ＮＩＳＡをご利用の場合は満20歳以上の方、ジュニアＮＩＳＡをご利用の場合は満

20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となりま

す。なお、少額投資非課税制度をご利用の場合、非課税口座で生じた配当所得および譲渡所得を、

非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳しくは販売

会社にご確認ください。

 

（ｂ）法人の受益者に対する課税

　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お

よび償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）＊の

税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、元本払

戻金（特別分配金）は課税されません。益金不算入制度は適用されません。

＊　平成49年12月31日までの税率です。

 

※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。

 

 

５【運用状況】

 

　原届出書の第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況について、以下の内容に更新・訂正さ

れます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）投資状況

  （平成28年１月４日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

投資信託受益証券 日本 1,003,298 0.03

投資証券 ルクセンブルク 3,881,232,861 99.54

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 16,868,439 0.43

合計(純資産総額)  3,899,104,598 100.00

　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

      （平成28年１月４日現在）

順

位

国／

地域
種類 銘柄名 口数

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1
ルクセン

ブルク
投資証券 JPM GL UNCONSTRAINED EQ I JPY 314,193.545 13,298.66 4,178,354,119 12,353 3,881,232,861 99.54
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2 日本
投資信託

受益証券

ＧＩＭジャパン・マネープー

ル・ファンドＦ（適格機関投資

家専用）

999,401 1.002 1,001,399 1.0039 1,003,298 0.03

 

種類別投資比率

 （平成28年１月４日現在）

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 0.03

投資証券 99.54

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
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（３）運用実績

①　純資産の推移

　平成28年１月４日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は

次の通りです。

期 年月日

純資産総額

（百万円）

（分配落）

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

１期 (平成27年６月26日) 3,513 3,513 1.3100 1.3100

 平成27年１月末日 3,325 － 1.1261 －

 平成27年２月末日 3,743 － 1.2013 －

 平成27年３月末日 3,731 － 1.2085 －

 平成27年４月末日 3,943 － 1.2472 －

 平成27年５月末日 3,788 － 1.3061 －

 平成27年６月末日 3,439 － 1.2761 －

 平成27年７月末日 3,689 － 1.3026 －

 平成27年８月末日 3,393 － 1.1876 －

 平成27年９月末日 3,174 － 1.0901 －

 平成27年10月末日 3,574 － 1.2301 －

 平成27年11月末日 3,696 － 1.2430 －

 平成27年12月末日 3,953 － 1.2116 －

 平成28年１月４日 3,899 － 1.1963 －

 

②　分配の推移

期 １口当たり分配金（円）

１期 0.0000

２期（中間期） 0.0000

 

③　収益率の推移

期 収益率（％）

１期 31.00

２期（中間期） △7.72

　（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落）（以下「前

期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

 

（４）設定及び解約の実績

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期 7,518,432,881 4,836,420,521 2,682,012,360

２期（中間期） 995,717,499 445,422,482 3,232,307,377

　（注１）第１期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（http://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。

過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

 
基準日 2016年１月４日 設定日 2014年６月30日

純資産総額 38億円 決算回数 年１回

基準価額・純資産の推移  分配の推移
 期 年月 円

 １期 2015年６月 0

  設定来累計 0

 
 
 
 
 
 

＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。

＊基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。   
 
ポートフォリオの構成状況  

資産の種類 投資比率※1  

ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンド 99.5%  

ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用） 0.0%  

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 0.5%  

合計（純資産総額） 100.0%  
 
国別構成状況  通貨別構成状況  業種別構成状況  

投資国※2 投資比率※3  通貨 投資比率※3  業種 投資比率※3

アメリカ 58.0%  米ドル 73.4%  ヘルスケア 25.1%

イギリス 7.3%  ユーロ 8.3%  金融 24.6%

中国 6.5%  イギリスポンド 7.3%  一般消費財・サービス 15.9%

フランス 6.1%  スイスフラン 3.7%  情報技術 15.2%

スイス 5.2%  香港ドル 2.2%  資本財・サービス 5.0%

その他 16.0%  その他 4.2%  その他 9.0%

      
＊上記比率に投資先ファンドが保有する公社債および投資信託
証券は含んでいません。

 
組入上位銘柄

＊グローバル・アンコンストレインド・エクイティ・ファンドでは現金の代替として投資を行っています。当銘柄は米ドル建ての流動性の高い短
期金融商品に投資しています。

 
年間収益率の推移

＊年間収益率（％）＝（年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額－1）×100

＊2014年の年間収益率は設定日から年末営業日、2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年1月4日までのものです。

＊ベンチマークは設定していません。

＊投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭグローバルマイスターです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1　各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
※2　国はMSCI分類、業種はMSCI10分類に基づき分類していますが、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したものが

一部含まれます。Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントとは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社
の資産運用ビジネスのブランドです。

※3　ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファン
ドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ（Ｊ
Ｐモルガン・ファンズ－グローバル・アイコンストレインド・エクイティ・ファンドおよびＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ
（適格機関投資家専用）は2015年12月最終営業日のもの）を使用しています。
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第２【管理及び運営】

 

２【換金（解約）手続等】

 

＜訂正前＞

（略）

⑥　換金の中止

　　有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（予測

不可能な事態等が起きた場合を含みます。）により、基準価額が確定できない事情があるときは、換金

申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の

換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込み

は当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受け付けたものとして取扱うこ

ととします。

 

＜訂正後＞

（略）

⑥　換金の中止

　　有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（予測

不可能な事態等が起きた場合を含みます。）により、基準価額が確定できない事情があるときは、換金

申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の

換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込み

は当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取扱うこと

とします。
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第３【ファンドの経理状況】

＜訂正前＞

　１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12

年総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドの第１期計算期間は信託約款第30条により、平成26年６月30日から平成27年６月26日まで

としております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成26年６月30

日から平成27年６月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による監査を受けておりま

す。

 

＜訂正後＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　　また、当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の３および第57条の２の規定により、「投資信託財

産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表および中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドの第１期計算期間は信託約款第30条により、平成26年６月30日から平成27年６月26日まで

としております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成26年６月30

日から平成27年６月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による監査を受けておりま

す。

　　また、当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成27年

６月27日から平成27年12月26日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による中間監査

を受けております。

 

 

原届出書の第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況　１財務諸表について、以下の中間財務諸表に

関する事項が追加されます。

 

＜追加＞
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中間財務諸表

【ＪＰＭグローバルマイスター】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：円）

 前計算期間末
(平成27年６月26日現在)

当中間計算期間末
(平成27年12月26日現在)

資産の部   
流動資産   

コール・ローン 80,111,583 55,756,660

投資信託受益証券 1,001,399 1,003,298

投資証券 3,704,645,852 3,886,219,371

未収利息 43 60

流動資産合計 3,785,758,877 3,942,979,389

資産合計 3,785,758,877 3,942,979,389

負債の部   
流動負債   

未払解約金 251,999,304 15,150,339

未払受託者報酬 583,316 575,326

未払委託者報酬 19,443,771 19,177,285

その他未払費用 388,816 383,486

流動負債合計 272,415,207 35,286,436

負債合計 272,415,207 35,286,436

純資産の部   
元本等   

元本 ※１ 2,682,012,360 ※１ 3,232,307,377

剰余金   
中間剰余金又は中間欠損金（△） 831,331,310 675,385,576

（分配準備積立金） 406,671,890 348,167,430

元本等合計 3,513,343,670 3,907,692,953

純資産合計 3,513,343,670 3,907,692,953

負債純資産合計 3,785,758,877 3,942,979,389
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
前中間計算期間

(自　平成26年６月30日
　至　平成26年12月29日)

当中間計算期間
(自　平成27年６月27日
　至　平成27年12月26日)

営業収益   
受取利息 14,871 4,990

有価証券売買等損益 501,019,793 △261,324,582

その他収益 － 184

営業収益合計 501,034,664 △261,319,408

営業費用   
受託者報酬 402,349 575,326

委託者報酬 13,411,579 19,177,285

その他費用 558,973 462,336

営業費用合計 14,372,901 20,214,947

営業利益又は営業損失（△） 486,661,763 △281,534,355

経常利益又は経常損失（△） 486,661,763 △281,534,355

中間純利益又は中間純損失（△） 486,661,763 △281,534,355

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
175,426,304 △23,083,462

期首剰余金又は期首欠損金（△） － 831,331,310

剰余金増加額又は欠損金減少額 303,775,558 237,592,046

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
303,775,558 237,592,046

剰余金減少額又は欠損金増加額 79,048,245 135,086,887

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
79,048,245 135,086,887

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 535,962,772 675,385,576
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当中間財務諸表対象期間

有価証券の評価基

準および評価方法

投資信託受益証券および投資証券

　移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取

引所等における前計算期間末日または当中間計算期間末日の最終相場（外

貨建証券の場合は前計算期間末日または当中間計算期間末日において知り

うる直近の最終相場）で評価しております。

　前計算期間末日または当中間計算期間末日に当該金融商品取引所等の最

終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相

場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと

認められた場合は、当該金融商品取引所等における前計算期間末日、当中

間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考

統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用

しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で

評価しております。

 (3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定

できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的

事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的

事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
前計算期間末

(平成27年６月26日現在)

当中間計算期間末

(平成27年12月26日現在)

※１信託財産に係る期首元本額、期中追加

設定元本額および期中解約元本額
  

期首元本額 511,113,843円 2,682,012,360円

期中追加設定元本額 7,007,319,038円 995,717,499円

期中一部解約元本額 4,836,420,521円 445,422,482円

受益権の総数 2,682,012,360口 3,232,307,377口

１口当たりの純資産額 1.3100円 1.2089円

(１万口当たりの純資産額) (13,100円) (12,089円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 前計算期間末または当中間計算期間末

１．中間貸借対照表計上額、

時価およびその差額

　中間貸借対照表計上額は前計算期間末または当中間計算期間末

の時価で計上しているため、その差額はありません。

２．時価の算定方法 (1)有価証券

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しており

ます。

(2)有価証券以外の金融商品

　有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価

としております。

３．金融商品の時価等に関す

る事項についての補足説

明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当

該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

　該当事項はありません。

 

 

２【ファンドの現況】

　原届出書の第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況　２ファンドの現況について、以下の内容に更

新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

  （平成28年１月４日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 3,905,119,392 円

 Ⅱ　負債総額 6,014,794 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 3,899,104,598 円

 Ⅳ　発行済口数 3,259,356,988 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1963 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

 

原届出書の第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　１委託会社等の概況について、以下の内容

に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

①　資本金の額（平成28年１月末現在）

資本金の額 2,218百万円

会社が発行する株式の総数 70,000株

発行済株式総数 56,265株

 

②　会社の意思決定機構

　取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出

席取締役の過半数をもって行われます。

　取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任

期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。

　また、取締役会は以下の事項（法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。）を決議ま

たは審議することを以下の機関に委任しています。

（イ）業務執行にかかる重要な事項（リスク管理に関する事項を除きます。）：経営委員会

（ロ）リスク管理上の重要な事項：リスク・コミッティー

 

③　投資運用の意思決定機構

（イ）ＥＭＡＰ運用本部

 

（ａ）ＥＭＡＰ運用本部は、ＥＭＡＰ株式運用ストラテジー＊に基づいた運用を行います。

＊　「ＥＭＡＰ株式運用ストラテジー」は、企業取材を基本とする徹底的なボトムアップ・アプローチによる調

査・分析を行い、企業の成長力に比べて株価が割安な銘柄に投資することにより、超過収益の獲得を目指す運

用を行います。

（ｂ）ＥＭＡＰ運用本部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催します。各会議にて、Ｅ

ＭＡＰ株式運用ストラテジーに基づいた国内外の株式、その他資産の運用戦略の方向性を決定しま

す。

（ｃ）エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チームは、Ｊ．

Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの海外拠点からの情報を参考に、ＥＭＡＰ株式運用ストラ

テジーに基づき国内株式およびアジア株式の運用戦略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判

断に利用します。また、同チームが行う国内株式およびアジア株式の運用や海外関係会社に運用を

委託しているＥＭＡＰ株式運用ストラテジーによる株式の運用等について、関係各部署と連携し、
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顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、販売支援、新商品の企画立

案等に関する事項を行います。

（ｄ）エクイティ・トレーディング本部は、前記（ｃ）のチームによる投資判断を受け、主に国内株式

の売買を執行します。

（ｅ）ＥＭＡＰファンド分析室は、運用実績の分析を行い、前記（ｃ）のチームにその結果を提供しま

す。

 

（ロ）ＲＤＰ運用本部

 

（ａ）ＲＤＰ運用本部は、投資調査部、株式運用部および債券運用部で構成されます。投資調査部およ

び株式運用部は、ＲＤＰ株式運用ストラテジー＊に基づいた運用を行います。

＊　「ＲＤＰ株式運用ストラテジー」は、個別企業の徹底した調査・分析に配当割引モデルによる客観的評価を

加えることにより、超過収益の獲得を目指す運用を行います。

（ｂ）投資調査部に所属するアナリストはＲＤＰ株式運用ストラテジーに基づき主に国内株式の分析を

行い、その結果に基づき各銘柄に評価を付します。同部に所属するエコノミストは、マクロ経済の

観点からアナリストの調査・分析の基となる情報の提供を行います。

（ｃ）株式運用部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、投資調査部のアナリストとの議論を通じ

て、前記（ｂ）の評価を検証の上、投資判断を行い、主に国内株式のポートフォリオの構築を行い

ます。また、同部が行う国内株式の運用について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社

およびコンサルタント会社への商品内容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行い

ます。

（ｄ）債券運用部では、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の

方向性を決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポートフォリオを

決定します。また国内外の債券の売買を執行します。さらに、同部が行う国内外の債券の運用につ

いて、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説

明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。

（ｅ）エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投資判断

を受け、主に国内株式の売買を執行します。

 

（ハ）前記（イ）および（ロ）以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部のグローバ

ル運用商品部およびグローバル債券商品部が為替ヘッジのための投資判断を行い、債券運用部が取引

を執行します。

 

（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、平成28年１月末現在のものであり、今後変更となる

場合があります。

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

届出書の第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況について、以下

の内容に更新・訂正されます。
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＜更新・訂正後＞

資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと

もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委

託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい

ます。

・投資助言・代理業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募

に関する第二種金融商品取引業

　　委託会社が設定・運用している投資信託は、平成28年１月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数

のみ。)。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 73 639,752

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 1 312,846

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 64 1,841,685

総合計 138 2,794,283

親投資信託 61 －

（注）百万円未満は四捨五入
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３【委託会社等の経理状況】

 

＜訂正前＞

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務

諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣

府令」（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づい

て作成しております。

　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期事業年度（平成26年４月１日か

ら平成27年３月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

 

＜訂正後＞

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務

諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣

府令」（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づい

て作成しております。

　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府

令」に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期事業年度（平成26年４月１日か

ら平成27年３月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

　また、第26期中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）の中間財務諸表につい

ては、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた監査法人により中間監査を受

けております。

　なお、あらた監査法人は平成27年７月１日付をもって、名称をＰｗＣあらた監査法人に変更してお

ります。

 

　原届出書の「第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　３委託会社等の経理状況」について、以

下の中間財務諸表が追加されます。

 

＜追加＞
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中間財務諸表

(1）中間貸借対照表

  
第26期中間会計期間末
（平成27年９月30日）

資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％）

流動資産     

現金及び預金   4,149,704  

有価証券   4,814,835  

前払費用   63,289  

未収入金   7,754  

未収委託者報酬   2,620,220  

未収収益   2,215,682  

関係会社短期貸付金   6,212,000  

繰延税金資産   538,353  

その他   4,545  

流動資産計   20,626,384 97.4

固定資産     

投資その他の資産   558,403  

関係会社株式  60,000   

投資有価証券  28   

長期預け金  278,026   

敷金保証金  26,338   

繰延税金資産  134,452   

前払年金費用  26,986   

その他  32,570   

固定資産計   558,403 2.6

資産合計   21,184,787 100.0
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第26期中間会計期間末
（平成27年９月30日）

負債の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％）

流動負債     

預り金   108,086  

未払金   1,997,392  

未払手数料  1,254,795   

その他未払金 ※１ 742,597   

未払費用   604,857  

未払法人税等   601,504  

賞与引当金   1,162,681  

流動負債計   4,474,523 21.1

固定負債     

長期未払金   263,042  

賞与引当金   724,425  

役員賞与引当金   115,153  

固定負債計   1,102,622 5.2

負債合計   5,577,145 26.3
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第26期中間会計期間末
（平成27年９月30日）

純資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％）

株主資本     

資本金   2,218,000  

資本剰余金   1,000,000  

資本準備金  1,000,000   

利益剰余金   12,389,644  

利益準備金  33,676   

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  12,355,967   

株主資本計   15,607,644 73.7

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金   △1  

評価・換算差額等計   △1 0.0

純資産合計   15,607,642 73.7

負債・純資産合計   21,184,787 100.0
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(2）中間損益計算書

  
第26期中間会計期間

（自平成27年４月１日
至平成27年９月30日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比

  （千円） （千円） （％）

営業収益     

委託者報酬   6,205,749  

運用受託報酬   3,430,045  

業務受託報酬   593,966  

その他   96,827  

営業収益計   10,326,587 100.0

営業費用・一般管理費     

営業費用   4,389,522  

支払手数料  2,796,664   

調査費  1,171,968   

その他営業費用  420,889   

一般管理費   5,466,925  

営業費用・一般管理費計   9,856,448 95.4

営業利益   470,138 4.6

営業外収益 ※１ 37,871   

営業外収益計   37,871 0.4

営業外費用 ※２ 17,474   

営業外費用計   17,474 0.2

経常利益   490,536 4.8

税引前中間純利益   490,536 4.8

法人税、住民税及び事業税   571,421 5.5

法人税等調整額   △273,311 △2.6

中間純利益   192,425 1.9
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重要な会計方針

項目
第26期中間会計期間

（自平成27年４月１日
至平成27年９月30日）

１．有価証券の評価基準
及び評価方法

(1）関係会社株式
　移動平均法による原価法を採用してお
ります。

 (2）その他有価証券
 時価のあるもの
 　中間決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

 時価のないもの
 　移動平均法による原価法を採用してお

ります。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
 　従業員に対する賞与の支給、及び親会

社の運営する株式報酬制度に係る将来の
費用負担に備えるため、当中間会計期間
に帰属する額を計上しております。

 (2）役員賞与引当金
 　役員に対する賞与の支給、及び親会社

の運営する株式報酬制度に係る将来の費
用負担に備えるため、当中間会計期間に
帰属する額を計上しております。

 (3）退職給付引当金
 　従業員に対する退職給付に備えるた

め、当中間期末における退職給付債務と
年金資産の見込額に基づき退職給付引当
金を計上しております。ただし、当中間
期末においては、年金資産の額が、退職
給付債務に未認識数理計算上の差異等を
加減した額を超過するため、資産の部に
前払年金費用を計上しております。

 　退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当中間期末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準に
よっております。

 　過去勤務債務については、その発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（８年）による定額法によ
り、発生した事業年度から費用処理して
おります。

 　数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により按
分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
ら費用処理することとしております。

３．その他中間財務諸表
作成のための基本と
なる重要な事項

消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

第26期中間会計期間末
（平成27年９月30日）

※１　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他未払金」に含めて表示しておりま

す。

 

（中間損益計算書関係）

第26期中間会計期間
（自平成27年４月１日
至平成27年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの　　（千円）

受取利息　　　　　　　　　　　13,546

※２　営業外費用のうち主要なもの　　（千円）

為替差損　　　　　　　　　　　14,675

 

（リース取引関係）

第26期中間会計期間末
（平成27年９月30日）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能

のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ

ります。
　

１年以内 268,492 千円

１年超 37,091 千円

合計 305,584 千円
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（金融商品関係）

第26期中間会計期間末（平成27年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

①　平成27年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。

    （単位：千円）

  
中間貸借対照表

計上額
時価 差額

 (1）現金及び預金 4,149,704 4,149,704 －

 (2）有価証券 4,814,835 4,814,835 －

 (3）未収委託者報酬 2,620,220 2,620,220 －

 (4）未収収益 2,215,682 2,215,682 －

 (5）関係会社短期貸付金 6,212,000 6,212,000 －

 (6）投資有価証券 28 28 －

 (7）長期預け金 278,026 277,196 830

 資産計 20,290,498 20,289,667 830

 (1）未払手数料 1,254,795 1,254,795 －

 (2）その他未払金 742,597 742,597 －

 (3）未払費用 604,857 604,857 －

 (4）長期未払金 263,042 262,256 786

 負債計 2,865,293 2,864,506 786

 

（注）１．金融商品の時価算定方法

 

資産

(1）現金及び預金、(2）有価証券、(3）未収委託者報酬、(4）未収収益、及び(5）関係会社短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

(6）投資有価証券

　これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によってお

ります。

 

(7）長期預け金

　長期預け金の時価については、当該預け金の受取までの期間を基に、日本国債の利回りで割り引い

た現在価値により算定しております。

 

負債

(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

(4）長期未払金

　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に、日本国債の利回りで割り引い

た現在価値により算定しております。

 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
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 （単位：千円）

 貸借対照表計上額

関係会社株式 60,000

　関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで

きず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。

 

②　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

（有価証券関係）

第26期中間会計期間末（平成27年９月30日）

１．関係会社株式

　関係会社株式（貸借対照表計上額　60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

    （単位：千円）

 種類
中間貸借対照表

計上額
取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

その他
投資信託

28 30 △1

合計 28 30 △1

 

（注）有価証券（中間貸借対照表計上額　4,814,835千円）については預金と同様に扱っており、時価評価を

していないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第26期中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

 

１．サービスごとの情報

     （単位：千円）

 
投資信託委託

業務
投資一任及び
投資助言業務

業務受託報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 6,205,749 3,430,045 593,966 96,827 10,326,587

 

２．地域ごとの情報

営業収益  (単位：千円）

日本 その他 合計

8,325,845 2,000,741 10,326,587

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

（１株当たり情報）

第26期中間会計期間
（自平成27年４月１日
至平成27年９月30日）

　
１株当たり純資産額 277,395円23銭

１株当たり中間純利益金額 3,419円98銭
　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

１株当たりの中間純利益の算定上の基礎
　

中間損益計算書上の中間純利益 192,425千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る中間純利益 192,425千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

原届出書の第三部委託会社等の情報　第２その他の関係法人の概況　１名称、資本金の額及び事業の内容

について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

 

（１）受託会社

①　名　　　称　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額　　324,279百万円（平成27年９月末現在）

③　事業の内容

　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務

を営んでいます。

　＜再信託受託会社の概要＞

名　　　称　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基

づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受

託会社（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ

てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

（２）販売会社

 名　　　　称
資本金の額

（平成27年９月末現在）
事業の内容

１ カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。

２ 株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円 同　　上

３ 中銀証券株式会社 2,000百万円 同　　上

４ 楽天証券株式会社 7,495百万円 同　　上

５ 野村證券株式会社
10,000百万円

（平成27年12月末現在）
同　　上

６
三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レーＰＢ証券株式会社
8,000百万円 同　　上

７ 株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。

８ 株式会社大分銀行 19,598百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ます。

９ 株式会社新生銀行 512,204百万円 同　　上

10 株式会社池田泉州銀行 61,385百万円 同　　上

11 株式会社千葉銀行 145,069百万円 同　　上
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12 株式会社中京銀行 31,844百万円 同　　上

13 株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 同　　上

14 株式会社近畿大阪銀行 38,971百万円 同　　上
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  平成28年２月10日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 ＰｗＣあらた監査法人

 

 
指　定　社　員

業務執行社員
 公認会計士 荒川　　進　　㊞

     

 
指　定　社　員

業務執行社員
 公認会計士 山口　健志　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＪＰＭグローバルマイスターの平成27年６月27日から平成27年12月26日までの中間計算期間の中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰＭグローバルマイスターの平成27年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算

期間（平成27年６月27日から平成27年12月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

 

利害関係

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
 
　　次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  平成27年12月11日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 ＰｗＣあらた監査法人

 

 
指　定　社　員

業務執行社員
 公認会計士 荒　川　　　進

 
指　定　社　員

業務執行社員
 公認会計士 山　口　健　志

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

での第26期事業年度の中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成27年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

　　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/36


	表紙
	本文
	Ⅰ．有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	Ⅱ．訂正の内容
	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況
	１ファンドの性格
	２投資方針
	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	５運用状況

	第２管理及び運営
	２換金（解約）手続等

	第３ファンドの経理状況


	ＪＰＭグローバルマイスター
	（１）中間貸借対照表
	（２）中間損益及び剰余金計算書
	（３）中間注記表
	２ファンドの現況


	純資産額計算書
	第三部委託会社等の情報
	第１委託会社等の概況
	１委託会社等の概況
	２事業の内容及び営業の概況
	３委託会社等の経理状況

	第２その他の関係法人の概況
	１名称、資本金の額及び事業の内容



	監査報告書

